
  

● 同朋会館冥加金について 【2025年7月１日現在】 ● 

１ 同朋会館冥加金 

期 間 種 別 

大人 

(15 歳以上) 

※学生以外 

学生・高校生 小中学生 団体園児 未就学児 

２泊３日 

（最大７食付） 

通 常 18,000 円 13,500 円 9,000 円 5,000 円 0 円 

加盟校・加盟園 ― 12,000 円（教職員も同額） 7,500 円（教職員も同額） 3,500 円（教職員も同額） ― 

１泊２日 

（最大４食付） 

通 常 13,000 円 9,500 円 6,500 円 3,500 円 0 円 

加盟校・加盟園 ― 8,500 円（教職員も同額） 5,500 円（教職員も同額） 2,500 円（教職員も同額） ― 

注意事項 

1 上記冥加金の他に、2 泊 3日の場合は米 2㎏（1 升 4合）または米代金 1,300 円、1泊 2 日の場合は米 1.2 ㎏（8合）または米

代金800円が必要です（未就学児は免除）。 

2 食事数を減らした場合でも、冥加金・米代は同額となります。 

3 「障害者手帳」及び「生活保護受給者証」をお持ちの方は、冥加金を減額いたしますので、事前にお申し出ください。 

4 身体的介助が必要な方が参加される場合は、介助者お一人分の冥加金・米代を免除いたします。 

5 学生に各真宗学院生は含みません。 

6 「加盟校」とは「真宗大谷派学校連合会」加盟校を、「加盟園」は「公益社団法人大谷保育協会」加盟園を指します。 
 

本廟奉仕は2泊 3日または1泊 2日の日程ですが、やむをえず1日参加となる場合は、下表を適用します。 

なお、1日（日帰り）の本廟奉仕はありませんので、ご注意ください。 

期 間 種 別 
大人(15 歳以上) 

※学生以外 
学生・高校生 小中学生 団体園児 未就学児 

１日（最大 3 食付） 通 常 6,500 円 4,500 円 3,000 円 1,500 円 0 円 

※米（または米代金）はいただきません。また、学生・高校生、小中学生及び団体園児には加盟校・加盟園の教職員を含みます。 

2 本廟奉仕促進補助金 

皆さまに継続して本廟奉仕に取り組んでいただくことを願いとして、同朋会館冥加金をお納めいただいた際に、本廟

奉仕促進補助金を交付します。 

 補助金交付は下記の（１）団体補助、（２）旅費補助の二種とし、お納めいただく同朋会館冥加金から、該当の補助

金額を差し引かせていただきます。 

（１）団体補助 
団 体 

参加人数 1～4 人 5～9 人 10～19 人 20～29 人 30～39 人 
以降､10 人増える毎に 1 人分を補助 

補助額 ― 0.5 人分 1 人分 2 人分 3 人分 

加盟校 

加盟園 

参加人数 1～99 人 100～149 人 150～199 人 
以降､50 人増える毎に 50,000 円を補助 

補助額 ― 50,000 円 100,000 円 

注意事項 

1 種別や対象にかかわらず、算出方法は本表に統一します。 

2 通常の団体に対する補助額は、当該団体の年齢構成にかかわらず、未就学児を含む同朋会館冥加金を納める総人数から算出し、

上記１に定める当該団体の奉仕日数に応じた同朋会館冥加金（大人）の額を適用します。 

3 「加盟校」は「真宗大谷派学校連合会」加盟校を、「加盟園」は「公益社団法人大谷保育協会」加盟園を指します。 

4 加盟校及び加盟園に対する補助額は、学校行事及び園行事以外の場合、参加人数は通常の団体を基準とし、補助額は上記１に

定める当該団体の奉仕日数に応じた同朋会館冥加金（加盟校・加盟園）の額を適用します。 

（２）旅費補助 

同朋会館からの直線距離（目安） 150km 未満 150km以上250km未満 250km 以上 500km 未満 500km 以上 

該当都道府県 

福井県・岐阜県 

愛知県・三重県 

滋賀県・京都府 

大阪府・兵庫県 

奈良県・和歌山県 

富山県・石川県 

静岡県・鳥取県 

岡山県・徳島県 

香川県 

茨城県・栃木県・群馬県 

埼玉県・千葉県・東京都 

神奈川県・新潟県・山梨県 

長野県・島根県・広島県 

山口県・愛媛県・高知県 

北海道・青森県・岩手県 

宮城県・秋田県・山形県 

福島県・福岡県・佐賀県 

長崎県・熊本県・大分県 

宮崎県・鹿児島県・沖縄県 

海外開教区 

補助額（中学生以上） ― 500 円 1,000 円 3,000 円 

補助額（小学生・団体園児） ― 250 円   500 円 1,500 円 

注意事項 

1 旅費補助は同朋会館冥加金を納める参加者に適用します（ただし、未就学児を除く）。 

2 奉仕日数及び人数にかかわらず、１人単位で補助します。 

《お問い合わせ》  研修部（同朋会館）  TEL:075-371-9185 FAX075-371-9201 E-mail：dobokaikan＠higashihonganji.or.jp 


